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１ 委員会の設置とその役割   

 平成 29年度に東京都教育委員会が設置した「小学校教育の現状と今後の在り

方検討委員会」においては、平成 32年度から全面実施となる新小学校学習指導

要領を踏まえ、「授業の質の向上と授業時数の確保」、「小学校入学時の不適応状

況への対応」、「教員の働き方改革」など、小学校教育の抱える様々な課題につ

いて議論が行われ、その解決策として「就学前教育と小学校教育との一層の円

滑な接続」、「教育の質の向上」、「教員の働き方改革」などを柱とした提言が示

された。 
 とりわけ、「就学前教育と小学校教育との一層の円滑な接続」については、「幼

児の資質・能力について検証を行う」ことや「幼児・児童の実態に応じて、５

歳児から小学校低学年をひとまとまりとした教育課程を研究・開発する必要が

ある」ことなどが提言された。また、「東京都教育委員会においては、本提言を

基に教育課程等を具体化するとともに、効果検証の方法等を明らかにするなど、

今後も更なる検討を行っていくことを期待する」ことが、今後の方向性として

示された。 
 この提言を受け、東京都教育委員会では、就学前教育と小学校教育との一層

の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発を行うことを目的として、新

たに「幼小の一層の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発委員会（以

下、「本委員会」という。）」を設置した。 
 本委員会においては、研究・開発する５歳児から小学校低学年をひとまとま

りとした教育課程（以下、「研究・開発する教育課程」という。）の方向性につ

いて、教育課程、学校制度、調査分析を専門とする学識経験者等による検討を

行うとともに、その結果を具体的な教育課程や教材・教具等の開発へ反映でき

るように報告をまとめることとした。 
  

２ 研究・開発する教育課程の在り方と基本的な枠組   

（１） 教育課程の在り方 

 平成 29 年告示の幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、

保育所保育指針（以下、「新幼稚園教育要領等」という。）では、就学前施設に

おける３歳以上の幼児の教育・保育に関するねらい及び内容が共通のものとし

て示されるとともに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が新たに位置付

けられた。 
 一方、新小学校学習指導要領の総則においても、教育課程の編成に当たって

は、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた指導の工夫が求められ
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ている。特に、小学校入学当初においては、幼児期において自発的な活動とし

ての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑に接続さ

れるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定な

ど、指導の工夫や指導計画の作成を行うことが求められている。 
 このようなことを踏まえ、研究・開発する教育課程は、多様な生活経験や遊

びを通した学びを積み重ねてきた幼児が、小学校での学習や生活を意欲的に進

めることができるようにすることが大切であると考える。そこで、本委員会で

は、就学前教育と小学校教育との一層の円滑な接続と、幼児・児童の資質・能

力の更なる育成を図ることを目指すこととした。 
 

（２） 教育課程の基本的な枠組 

 就学前教育と小学校教育との一層の円滑な接続と、幼児・児童の資質・能力

の更なる育成を図るためには、より幼児・児童の成長や実態に応じた指導等の

工夫を図る必要がある。そのためには、就学前施設と小学校との校種を超えて、

５歳児から小学校低学年をひとまとまりとした教育課程を編成することが効果

的であると考える。（下図参照） 
 
 
 

 
 
 

 
 研究・開発する教育課程の方向性を定めるに当たり、「指導内容」、「指導時期」、

「指導方法及び指導体制」、「指導時間」の四つの柱から検討を重ね、それぞれ

以下の枠組を基本とした。 
 ○ 指導内容 
   「育成を目指す資質・能力」を基に指導内容を位置付け 

 ○ 指導時期 

   遊びを通した学びにより、学習の素地を育てる中で、教科の内容につな

がる活動や学習を導入 

 ○ 指導方法及び指導体制 

   幼稚園教員と小学校教員との複数体制で指導 

 ○ 指導時間 

   教科の内容に関わる指導時間は、幼児・児童の実態や指導の内容に応じ

て柔軟に設定 

   

 
 

 

 

 

５歳児 １年生 ２年生 

就学前教育 
小学校教育 

≪教育課程のイメージ≫ 
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３ 研究・開発する教育課程の方向性 

（１） 指導内容について 

 ○ 「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」について、

全ての保育・教育活動を通してスパイラルに育む。 

   新幼稚園教育要領等及び新学習指導要領に示された育成を目指す三つの

資質・能力については、全ての保育・教育活動を通して偏りなく育むもの

であることは言うまでもない。特に、課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力等や、主体的に学習に取り組む態度は、様々な活動や学習

を通して繰り返し指導し、育んでいくことが大切である。 
 
 ○ 「知識及び技能」については、幼児・児童の実態（興味・関心、発達、

経験等）に応じた内容を位置付ける。 

   各教科等における知識及び技能は、それぞれの特質に応じた内容で系統

性の高いものとなっているため、その習得状況の個人差が大きくなってい

る。そこで、幼児・児童の実態に応じて、適切な時期に適切な内容を位置

付けていく必要がある。 
 
 ○ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、「文字・言葉」、「数

量・図形」、「自然」を核とする。 

   知識及び技能の内容を位置付ける際には、「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」として示された 10項目の中から、幼児が既に多くの経験を積ん

でいることが予想され、かつ系統性の高い内容である「文字・言葉」、「数

量・図形」、「自然」を研究・開発の核とすべきであると考える。 
 
（２） 指導時期について 

 ○ 幼児・児童の実態に応じて、知識及び技能を指導したり、繰り返し活用

を図ったりする時期を位置付ける。 

   実態調査等を基に、幼児・児童の既有の経験や既に身に付けている資質・

能力について明らかにした上で、実態に応じて、指導する時期や繰り返し

活用する時期を位置付けていくべきである。 
 
 ○ 幼児・児童の成長・行動記録等を基に、学習の素地の育成状況を判断し、

指導の時期を決定する。 

   教員による幼児・児童の成長・行動記録等を基に、「概ね学習の素地が育

っている」と判断できる時期に、教科の内容につながる活動や学習を導入

していくべきである。 
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（３） 指導方法及び指導体制について 

 ○ 指導内容及び指導時期に応じて、幼稚園教員と小学校教員とが協働で指

導を行う。 

   指導に当たっては、幼稚園教員と小学校教員による複数指導体制が望ま

しい。指導内容及び指導時期に応じて、それぞれの役割分担を明確にし、

指導することが効果的である。 
 
 ○ 幼児・児童の実態や指導の場面に応じて、一斉やグループ、個別の活動

や学習などを柔軟に組み合わせる。 

   幼児・児童の学び方は多様である。それぞれの実態や指導の場面に応じ

て、学級全体での一斉活動や学習、グループでの協働活動や学習、個別で

じっくりと取り組む活動や学習などを組み合わせることが大切である。 
 
（４） 指導時間について 

 ○ 小学校以降の学習の素地を育む活動、知識及び技能を活用する学習、発

展的な学習等も充実させることができるように、時間を設定する。 

   学習の素地となる活動、知識及び技能を習得・活用する活動や学習、発

展的な学習等、個に応じた学びが充実するように、指導の時間を設定する

ことが大切である。 
 
    
 
 

≪数量・図形に関する指導内容・時期・体制のイメージ≫ 

※網掛けは小学校の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

時期 
内容 

５歳児 ６歳児 

Ⅰ期（4～5月） Ⅱ期（6～9月上旬） Ⅲ期(9月中旬～10月） Ⅳ期（11～12月） Ⅴ期（1～3月） 小学校第一学年 

数量・
図形 

数の概念
（個数） 

 
・数を数える。 
   ・複数のものどうし

を対応させる。 

・ものとものを対応させて、ものの個数を比べる。 
・個数を正しく数える。 

・数の大小を考え、数直線の上に表す。 
・数を十を単位としてみる。 

・具体物をまとめたり数えたり等分したりする。 

数の概念
（順序） 

・数を数える。 
・並べたものを数える。 

・ものを数えながら順番に並べる。 
・いろいろな順番で並ぶ。 

・指示された順番で並び、自分が何番目か分かる。 

・順序を正しく
数える。 

素地とな
る活動 

・遊びの中で数を数える、量を比べる、いろいろな図形に関心をもつ。 
・遊びに応じて必要な表示を考えたり数字を積極的に取り入れたりする。 

              ・日常生活に必要な数字、標識などに興味や関心をもち、すすんで使う。 
          

指導体制         

 

 小学校教員 幼稚園教員 
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４ 研究・開発する教育課程に応じた環境 

 小学校の生活のきまりや学習の仕方などは、就学前施設と大きな違いがあり、

小学校入学当初はそのことに不安や戸惑いを覚える児童もいる。そのため、幼

児・児童の不安や戸惑いを少しでも和らげるとともに、研究・開発する教育課

程を効果的に実践できる環境を整備する必要がある。 
 

（１） 保育室と教室の橋渡しの役割を果たす「学びの部屋(仮)」の設置 

 ○ 一斉の活動や学習が可能な机・黒板等の配置や、グループ、個別の活動

や学習が可能なオープンスペースを配置する。 

 ○ 研究・開発する教育課程に応じて、小学校の学習につながる活動や教科

の内容に関する学習等、幼児・児童の活動や学習を含め、様々な場面で積

極的に活用する。 

 ○ 幼児・児童の実態や指導の場面に応じて、柔軟に使用できるようにする。

使用頻度は、５歳児途中から徐々に高くなり、５歳児Ⅴ期（１月～３月）

をピークとし、その後徐々に低くなることが想定される。 

 

（２） 学びの部屋のイメージ 

 ○ 幼児・児童が安心して自己を発揮できる環境(選択できる学びの場、見通

しをもてる掲示物等)とする。 

 ○ 幼児・児童が主体的に学びに向かうことができる環境(協働的に学ぶため

の学習形態、教材・資料の常設等)とする。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 学習の場（一斉活動） 

② 学習の場（個別・グループ活動） 

③ 学習や活動に関わる教材等 

④ 子供の関わりを促す遊び道具 

⑤ 学びの作品・記録 

⑥ 学びのスケジュール 

⑦ 教室後方のホワイトボード 

⑧ プロジェクター 

６ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３ 

７ 

８ 
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５ 研究・開発する教育課程に応じた教材・教具 

 就学前教育では、幼児に身近な素材を活用したり、幼児の実態に応じて教師

が作成したりするなど、就学前施設における遊びや生活に応じた多種多様な教

材を使用している。一方、小学校教育では、教科書を中心的な教材として使用

するとともに、教科の特質や系統性に対応した市販の教材なども使用している。 

 このようなことを踏まえ、研究・開発する教育課程に応じた教材・教具を整

備するには、就学前教育と小学校教育との校種を超えて、より幼児・児童の実

態に応じた指導を行うことができるように工夫していく必要がある。 

  

（１） 指導内容及び指導時期に応じた教材・教具の活用 

 ○ 指導内容及び指導時期に応じて、就学前教育と小学校教育の教材・教具

を使い分け、より効果的に活用することが望ましい。そのためには、学び

の部屋には両方の教材・教具を準備しておく必要がある。 

 ○ 研究・開発した教育課程の指導内容や、実際に指導する教員の必要性等

に応じて、新たな教材・教具を開発していくことも考えられる。 

 

（２） 開発に当たっての留意点 

 ○ 幼児・児童の発達段階に応じた具体物・半具体物とする。 

 ○ 木や布等の自然素材でできたものなど、安心・安全なものとする。 

 ○ 幼児・児童が多様な使用方法で学べるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 
 

６ 今後の取組 

（１） 実態調査の実施及び効果検証に向けた指標の作成 

 より幼児・児童の実態に応じた教育課程を編成するためには、例えば、就学

前施設及び小学校における幼児・児童の活動や学習・生活の状況、教員の指導

状況、保護者の意識等の調査・分析を行うことが求められる。 

また、研究・開発した教育課程の効果を検証するためには、例えば、幼児・

児童の調査結果について、個人差や就学前施設での経験等を考慮した分析をす

るなどして、効果検証の基礎となる指標を作成しておく必要がある。 

 

≪実態調査の例≫ 

 ○ 幼児・児童の活動や学習・生活等に関する実態調査 

   それぞれの年齢に応じて既に身に付いていることや、学びに向かう力、

興味・関心等について把握する。 

 ○ 保護者の就学前施設・小学校に対する意識調査 

   就学前教育や小学校教育についてのニーズ及び不安等について把握する。 

 ○ 教員の指導等に関する実態調査 

   幼児・児童の実態、指導・環境への工夫、適応状況の有無等について把

握する。 
≪効果検証の指標作成に向けた取組例≫ 

 ○ 小学校における学力の分析 

   学力に関する各種の調査結果について、個人差や就学前施設での経験等

を考慮した分析を行う。 

 

（２） 研究・開発する教育課程例の作成 

 本委員会における議論を基に示された研究・開発する教育課程の方向性及び、

今後実施する実態調査の結果を踏まえ、具体的な研究・開発する教育課程の参

考例を作成していくことが必要である。 

 

（３） 成果の発信 

 東京都教育委員会においては、広域行政を担う立場から、研究・開発した教

育課程の成果を都内の各自治体及び全就学前施設・小学校に提供し、広くその

成果を発信することが求められる。今後、成果の発信の具体的な方策について

検討することが必要である。 
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７ 資料  
 

幼小の一層の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発委員会 設置要項 
（設置） 
第１ 「小学校教育の現状と今後の在り方検討委員会」による提言を受け、就学前教育と

小学校教育との一層の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発を行うことを目
的として、幼小の一層の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発委員会（以下
「研究・開発委員会」という。）を設置する。 

   なお、研究・開発委員会において協議した内容については、別途、東京都教育委員
会が指定するモデル地区において実践を進めていく。 

 
（設置期間） 
第２ 研究・開発委員会の設置期間は、委員会が設置された日から平成３１年３月３１日
までとする。 
 
（地区委員会の設置） 
第３ 研究・開発委員会の協議を受け、モデル地区における教育課程の実践・具体化につ

いて検討を行うために、教育課程の研究・開発モデル地区委員会（以下「地区委員会」
という。）を設置する。地区委員会については、別途定める。 

 
（構成） 
第４ 研究・開発委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 委員長 
二 副委員長 
三 委員 

２ 委員長は、大学教授等の職にある者とする。 
３ 副委員長は、東京都教育庁指導部長の職にある者をもって充てる。 
４ 委員は、別表に掲げる者とする。また、委員長は、必要に応じて臨時委員を委嘱する
ことができる。 

 
（運営等） 
第５ 研究・開発委員会の運営等は、次のとおりとする。 
 （１）委員長は、研究・開発委員会を招集し、主宰する。 
 （２）委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。 
 （３）委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 
 （４）研究・開発委員会は、６回程度開催する。 
 
（会議及び会議録） 
第６ 研究・開発委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、研究・開発委員会

の会議要旨については、原則として公開するものとする。 
 
（庶務） 
第７ 研究・開発委員会の庶務は、東京都教育庁指導部義務教育指導課において処理する。 
 
（補則） 
第８ この要項に定めるもののほか、研究・開発委員会の運営に必要な事項は委員長が定
める。 
 

附 則 
この要項は、平成３０年４月２日から施行する。 



９ 
 

幼小の一層の円滑な接続を図るための教育課程の研究・開発委員会 委員名簿 

 

区分 職    名 氏  名 備 考 

学

識

経

験

者 

白梅学園大学大学院 特任教授 無 藤   隆    委員長 

玉川大学 教授 坂 野  慎 二  

国立教育政策研究所 総括研究官 山 森  光 陽  

教
育
庁
関
係
者 

指導部長 宇 田   剛 副委員長 

指導部義務教育指導課長 栗 原  宏 成  

総務部教育政策担当課長 児 玉  大 祐  

モ
デ
ル
地
区
関
係
者 

荒川区教育委員会 学務課長 小 堀  明 美  

荒川区教育委員会 指導室長 瀬 下   清  

 

事

務

局 

指導部主任指導主事（小学校教育改革担当） 毛 利  元 一 事務局長 

指導部義務教育指導課統括指導主事（幼児教育） 秋 田  博 昭 事務局次長 

指導部義務教育指導課指導主事 久 家  さ や 加  

指導部義務教育指導課指導主事 吉 田  博  


